
議案第２１号 

 

北本市公民館設置及び管理条例の一部改正について 

 

 北本市公民館設置及び管理条例の一部を次のように改正する。 

 

 

平成２２年２月２３日 提出 

 

 

北本市長 石 津 賢 治 

 

 

北本市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

 北本市公民館設置及び管理条例（昭和５８年条例第１７号）の一部を

次のように改正する。 

 別表第１中央公民館使用料の表中「５０円」を「１００円」に、「３

０円」を「６０円」に、「１００円」を「２００円」に、「８０円」を

「１６０円」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、平成２２年７月１日から施行する。 


